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【代表質問】 
平成１１年第１回定例会に当たり、市民クラブを代表して質問させていただきます。 
さて、菅原市長は、昨年１１月の旭川市長選挙において圧倒的な市民の信任を受け、見

事に再選を果たされたところであり、応援をさせていただきました一人として、大いに喜

びを覚えるとともに、市長のより一層のリーダーシップ発揮を期待する立場から、何点か

お尋ねしたいと存じますが、何よりも、菅原市政２期目最初の代表質問という栄誉ある機

会を私に与えていただいた市民クラブの皆様に対し、心から感謝をする次第でございます。 
市長は、市政方針演説の中で、２期目の４年間は、「２１世紀に向け本市の発展を大きく

左右する重要なとき」との認識を示され、その上で、旭川の持つ資源や可能性の再発見と

再評価が重要であり、市民と行政が共通認識に立ち、役割や責任を踏まえた協働によるま

ちづくりが大切であると述べられました。 
そして、２期目の市政運営に当たって三つの基本姿勢をお示しになり、地方分権時代に

おける自治体のあり方を論じられ、首長としての強い決意を語られるとともに、今日の社

会経済状況に即して、平成１１年度の最重点課題を、地域経済の活性化と少子・高齢社会

への対応に絞って積極予算を編成したことを明らかにされました。 
いずれも時宜を得た、納得のいくものとして拝聴いたしましたが、私なりに若干の提言

も申し上げながら、市長のお考えをいま少し詳しくお聞かせいただきたいと存じます。 
   
◇ 市民主体と市政刷新について 
【 質 問 】 
申すまでもなく、市政の主人公は市民であり、市民主体の市政を進めるためには、市民が

市政の現状と課題について十分認識をすることが大前提となるわけであり、市長も積極的

な情報公開と透明な行政運営に基づく市民参加システムの構築に取り組む旨を述べておら

れますが、この点につきまして、まずお伺いしたいと存じます。 
私個人のことで考えましても、４年前に初めて市議会議員にさせていただいたところで

ありますが、当然、それ以前から市政にも多大な関心を持ち、それなりに勉強もしてきた

つもりですが、しかしながら、実際に議員となり、さまざまな経験を積み、勉強を重ねれ

ば重ねるほど、どんな分野にもいろいろと制約や課題があり、単純には解決できないとい

う現実も知りましたし、職員の皆さんの御苦労やその努力にも触れる中で、旭川市職員の

資質や能力の高さも十分に知ったつもりでありますが、一方で、一般の市民の方々の行政

を見る目の厳しさや不信の念に接するとき、どうも私には、誤解の壁といいますか、見え

ない垣根とでも言ったらよいのでしょうか、相互の信頼関係を築く上でバリアがあるよう

な気がしてなりません。 
しかも、そのバリアというのが、実体のあるものではなく、単に双方向のコミュニケー

ションが不十分なことによる、いわば、互いが互いをよく知らないために生ずる、本来無



用なバリアなのではないかと、私には大変もどかしく感じられるものであります。   
一人一人の職員の方は、その職務についてよく勉強しておられるし、全体の奉仕者として

の使命感も十分ありながら、それが一般の市民の方には、時として権力的に感じられたり、

いわゆるお役所仕事と映るのはなぜだろうかということであります。 
 極めて単純素朴な疑問でありますが、市民主体、パートナーシップ、市民参加といった

ことを考える上で、実はこのことが最も基本的で本質的な問題なのではないかと考えるも

のであります。 
 情報を公開するとか、提供するというのは、一般の市民が正しい判断をするためには必

要な、一番知りたいということを、わかりやすく、適時適切にお知らせするということで

あるべきであり、それは、いわゆる役所の広報活動に限られるものではなく、日常生活の

身近な部分で、例えばごみや除雪の１世帯当たり処理コストの現状であるとか、無理な市

民要望であれば、それがなぜできないのかをきちんと説明してあげる。 
 しかも、行政の全くの素人が聞いてよく理解できるというレベルから始まるものであり、

それが全庁で徹底されれば、市民の大部分の不満や苦情は解決されるものだと私は思いま

す。 
 そうしたことが、行政の説明責任の基礎に置かれるべきものと考えますが、市長は、全

市的な視野のもと常に市民の立場に立つ、職員の政策形成能力向上と意識改革を図ってい

くと述べられました。 
 お伺いいたします。市民との共通認識や合意形成のため、市民参加システム構築につい

て、午前中の御答弁のとおり、市役所を健全な市民感覚を有した専門家集団の組織とする

ための職場風土刷新に向けた考え方、市民との共通認識や合意形成のための市民参加シス

テム構築に向けた今後の取り組みの方向をお聞かせください。 
また、私は、まちづくりボランティアの性格を有する社団法人旭川青年会議所のメンバ

ーでもありますが、市の若手中堅職員と同会議所メンバーとが、フランクに意見交換を行

えるような場ができれば、立場の違いを超えて相互に理解し合い、刺激を与え合うことに

よって、役割分担と協働の貴重な実践例になり得るのではないかと、かねがね思ってまい

りました。 
このような試みについて、どうお考えでしょうか、あわせて御所見をお聞かせください。 
 
 
【市長答弁】 
市民クラブを代表しての安田議員の質問にお答えを申し上げます。 
職場風土刷新に向けた考え方についてでありますが、行政を取り巻く今日的な環境が大

きく御指摘のとおり変化をしつつある中で、市民と行政がともに力を出し合いながら、ま

ちづくりを進めるために、こうしたことに対応できる人材の育成と職場環境づくりが重要

なわけでありまして、企業にもやはり社風というものがあるとおり、私ども行政にも職場



の風土というものが、市民のためになるような風土があっていいのではないかというふう

に考えているわけでありまして、そのための職員研修におきまして、一つ目に、地方分権

時代における事業実施官庁から政策官庁への転換に対応できる政策形成能力などの能力開

発。 
 二つ目には、市民主体のまちづくりを進めるための、市民の立場に立っての市民との円

滑なコミュニケーションを図る人材の育成。この２点を重点に取り組んでいるところでご

ざいます。 
 実際に具体的な政策を立案したり、民間の方と一緒にまちづくりを考えるなどの効果的

な研修を通じて、意識改革を進めるとともに、それを日常業務の中に浸透させ、市民に信

頼され、新しい時代に即応した職場風土づくりを進めていく考え方であります。 
 次に、旭川青年会議所メンバーと、市の若手・中堅職員との意見交換につきましてであ

りますが、市民主体のまちづくりを推進するという上で、各種団体、より多くの市民との

意見交換、あるいは相互理解、協働の意識を高めることなどが、今後ますます私は重要で

はなかろうかというふうに認識をいたしているところでございます。 
 
 
 
◇ 行財政改革と行政手法の転換について 
【 質 問 】 
市長は、平成１１年度予算の編成に当たり、財政調整基金の取り崩しだけでなく、幾つか

の制度改正による財源の捻出を試みられておりますが、その中でも特に私が注目いたしま

したのは、高齢者バスパスと敬老祝金の見直しであります。 少子化の進展とも相まって、

本市においても年々高齢化率が高まってきておりますが、右肩上がりの経済成長時代が終

わった現在、いわゆるばらまき福祉と呼ばれるような事業を漫然と行っていては、今後の

行政需要に対して的確に対応することは到底困難であり、市政方針にも示されておりまし

たように、施策の優先度、有効性などを踏まえた財源の重点的、効率的配分は避けて通る

ことのできない課題であると思います。 
高齢化の進展に積極的に対応するため、つまり本当に必要な施策に必要な財源を振り向

けるための努力をされたのだと受けとめておりますが、大英断であったと評価させていた

だいているところであります。 
先ほどの合意形成ともかかわる問題でありますが、これからの時代は、こうした政策の

選択ということがいよいよ重要になってくるわけであり、責任のある政策を市民に示し、

ともに選択をしていくということが必要であり、このたびのような見直しを一層積極的に

取り組まれることを大いに期待するものでありますが、その前提として、市役所を健全な

市民感覚を有した専門家集団の組織とするための、職場風土刷新に取り組む必要があると

思います。 



この点について、市長の考え方をお聞かせください。 
その点で言えば、自治体によっては年間の予算削減目標を立て、職員にその方法を考え

させるとか、１課１提案の形でサービス水準を落とすことなく、手法の見直しを行ったり

といったやり方で、職員全体から行財政改革に対する取り組み意識を引き出している例も

あると聞いております。 
このような進め方を旭川市でも行う予定はないのでしょうか、お伺いいたします。 
さらに、民間から見ますと、こんな手当がなぜ支給されるのか、と感じられるものがま

だ残っておりますが、これらの改善に向けたスケジュールを含め、これからの行財政改革

の推進についてお示しいただきたいと思います。 
さて、時代の変化とともに行政サービスのあり方も当然変わらなければならないもので

ありますが、近年の行政手法で脚光を浴びているものの一つに、いわゆるＰＦＩ（プライ

ベート・ファイナンス・イニシアチブ）があります。 
国による法案審議がおくれていることもあり、多くの地方自治体が関心を持ちつつも、

模様眺めの状況といったところかもしれませんが、地方分権の進展や財源難時代を踏まえ

たとき、民間の資金やノウハウを活用しつつ、大きな行政効果を期待できるという点で、

真剣にその導入を検討するべきものと考えております。 
既に大手商社などがＰＦＩの担当部局を設けたり、先進自治体が具体的な取り組みを開

始するなどの動きも出てきております。 
もちろん、自治体側にとって結構ずくめというわけでもなく、民間企業との適切なパー

トナーシップを組み、双方にとってメリットがある形にするためには、自治体及び職員に

相当な力量のあることが必要であります。 
菅原市長が進めておられる諸改革の重要な一環に、ぜひＰＦＩへの取り組みを加えてい

ただきたいと考えるものであります。 
市民サービス向上の点で緊急の課題でありながら、建設のめどが立っていない市庁舎や、

膨大な費用と年月をかけて開発を進める北彩都あさひかわなど、ＰＦＩ方式による事業化

を視野に入れ、具体的な検討を始めるべきではないかと思いますが、その取り組みの状況

と今後の展望についてお聞かせください。 
 

 
【市長答弁】 
行政改革は個々の職員が絶えず問題意識を持ちながら、一丸となって取り組んでいかなけ

ればならないと考えているところであります。 
 これまでも職員参加のもとでさまざまな改革や、改善に取り組んできたところでありま

すが、地方分権の推進、とりわけ中核市への移行や介護保険の実施など、行政需要はます

ます増大し、さらに今日の経済不況の長期化の中で、以前にも増して本市の財政状況とい

うものは厳しいものとなってきているわけでありまして、こうしたことから、一層の財源



の確保でありますとか、事業実施の優先度、有効性を踏まえた事務事業の見直しを行って

いくことが必要であり、御提言のありました職員参加などの推進手法については、ワーキ

ンググループの活用や、主体的に職員全体が行政改革に取り組んでいける環境づくりなど

の取り組みを強めてまいります。また、御指摘のありました手当につきましても、特殊勤

務手当については業務の特殊性を勘案し、社会経済情勢に見合った手当に改める作業を現

在進めているところでありますし、いずれにいたしましても、行政改革は終わることのな

い永遠の行政課題でありまして、今後とも引き続き推進してまいる所存であります。 
 ＰＦＩについてのお尋ねでありますが、御案内のとおり、従来、国や地方公共団体が直

接建設いたし、運営いたしておりました公共の施設について、民間事業者の資金、技術、

あるいは経営のノウハウを活用して、官と民との協調、役割分担により整備をしようと、

制度化の検討がなされており、現在、国会において継続審議となっておりますが、全国の

自治体におきまして導入に向けた検討、あるいは一部の団体では既に具体的な事業の実現

に向けた取り組みを進めるなど、関心が高まっている状況にあるわけでございます。 
 本市におきましても、この手法につきましては、社会資本の整備を効率的に行う有効な

手段と認識をいたしておりますところから、その情報収集に努めてきたところであります

し、今後は、御質問にもありました事業を初め、本市での実施可能な対象分野や、その効

果、あるいは官民の役割分担と責任の明確化など、その取り組みに向けて、庁内に調査・

研究の場を設けて、積極的に検討を進めてまいりたいと思っているところでございます。 
 
 
 
◇ 地域経済の活性化について 
【 質 問 】 
改めて申し上げるまでもありませんが、旭川地域の経済は極めて深刻な状況に直面してお

ります。昨年１年間の市内の企業倒産の状況を一昨年と比べると、負債総額は１７８億円

と減少はしているものの、件数については７１件と増加しており、また、金融機関の貸し

渋りなどによる地元中小企業の資金繰り悪化が懸念されるなど、楽観を許さない状況にあ

ります。 
 また、旭川市内の有効求人倍率も１月末現在で０．２８倍と、依然として低落傾向にあ

り、昨年、国の緊急雇用安定地域に指定された後も、目立った上昇は示しておりません。 
 こうした景気低迷に加え、米価低落による農業の経営不安なども相まって、消費意欲の

低迷が続いており、国の地域振興券交付の効果も、まだ未知数の状況にあります。 
 戦後最悪と言われるこの不況を一刻も早く脱却し、安心して生活できるよう、行政が効

果的な不況対策を機動的に実施することを、市民は今強く望んでおります。 
 市長が、こうした現状を重く受けとめ、可能な限りの施策を実行に移す気概で、緊急経

済対策を位置づけられたことは、多くの市民に頼もしく受けとめられ、ともすれば暗くな



りがちな市民の気持ちに希望を持たせるものとして、大いに評価できるものであります。 
 特に中小企業振興融資において、従来の金融機関を通じた融資のほかに、新たに信用保

証を要しない小口融資の制度化に踏み切ったことは、貸し渋りなどによって当面の運転資

金に事欠く零細中小企業主にとって、大きな朗報というべきでありますし、道内主要都市

ではまだ実施されていないプレミアム付き商品券の発行支援を行うことも、画期的な取り

組みであります。 
 こうした緊急経済対策は、民間需要や消費の低迷に悩む地域経済に活力を与える上で、

カンフル剤として大きな効果を果たすことが期待できるものでありますが、一方で、やは

り根本的に重要なのは、地域経済の体力を強め、かつ競争に打ち勝つ付加価値の高い産品

を創出し得る地場産業の確立であります。 
 緊急対策をカンフル剤と申し上げましたが、薬に頼るのはあくまで一時的な対症療法で

あり、地域産業が不況に負けない体力をつけることが、根本的な対策であります。 
 そして、そうした基礎体力づくりに相当するのが、市政方針において、中長期的な産業

振興施策と位置づけられた一連の取り組みであるものと考えます。 
 新年度は、空港ビルへの木製家具導入や、大都市圏での食品フェア開催など、地場産品

の高付加価値化や販路拡大に対するさまざまな事業が予定されておりますが、それらの目

的は、自立した産業の確立に向けた地域産業の高度化であり、その中心となる取り組みが、

頭脳立地構想の推進であると思います。 
 そこで、お伺いいたしますが、頭脳立地構想の推進においては、平成１１年度新たに相

談コーディネート事業や在宅福祉機器・抗痴呆性食品に関する調査などを予定されて 
おられますが、これらの事業内容と目的、さらにそれらの実施を通じて、今後どのように

地域産業の高度化を図っていこうとしておられるのか、その戦略についてお示しいただき

たいと存じます。 
 
 
【市長答弁】 
頭脳立地構想に基づく事業展開についてでありますが、企業が新しい分野へ進出するに当

たっては、人材、技術、デザイン機能など、広範囲にわたる情報の蓄積でありますとか、

専門の研究機関などの支援と協力、さらには多様な消費者ニーズにこたえるための的確な

情報の把握に努めることが必要となるわけでございまして、このため、こうした創造的な

活動に対しましては、企業訪問等を通じ、あらゆる角度から相談に対応できるコーディネ

ート機能を確立してまいります。 
 また、高齢社会に向けてこれまで取り組んできたデザイン、機能にすぐれた在宅福祉機

器の開発をさらに進める一方で、今後増加が予想される高齢者の脳機能低下を防ぐために、

食品成分の基本調査を行い、将来に向けた高機能食品の開発につなげるなど、新製品開発

や新たな産業の創造に努めてまいるところでございます。 



 こうした事業展開の中から、地域資源を活用した内発型産業を創出し、旭川から国内外

に発信できる土壌を整えることによって、地域の産業の活性化と高度化を図ってまいりた

いと考えているところでございます。 
 
 
 
◇ 新たな雇用について 
【 質 問 】 
経済対策の大きな目的の一つは、雇用の安定を通じて市民の生活を守ることであります。 
 緊急経済対策においても公共事業の早期発注や、雇用相談室を通じた取り組みなどが述

べられており、こうした取り組みが現今において必要不可欠であることは、だれしも異論

がないところでありますが、もとより雇用の安定は行政だけの取り組みで実施できるもの

ではなく、基本的には地域の企業が不況を克服し、雇用力を回復することによって実現す

るものであります。 
 市長は、市政方針において、「魅力ある雇用の場の創出に取り組む」と述べられておりま

したが、特に多くの若者がとどまれるようなまちづくりを進める上で、それは極めて重要

な課題であろうと思います。 
 私は、若者にとって魅力ある仕事とは、よく言われるような格好がよく、給料が高く、

休みが多いというようなものではなく、自分を必要とする仕事があり、自分の力を発揮で

きるということが大切なのではないかと思います。 
 日本海の重油流出事故の際は、多くの若者がボランティアとして活動されましたが、こ

うした熱い気持ちにこたえられるような、魅力的な雇用の場を提供していくことが、今我々

に求められているのだと思います。 
 福祉の充実は、今後の自治体にとって重要な課題であり、高齢者や障害者の方々にさま

ざまなサービスを行う人材が求められております。 
 また、貴重な自然環境を保護したり、リサイクル活動を活発にするためにも、新たな人

材が必要になってまいります。 
 このような社会的なニーズを、新たな雇用の場の創出につなげていくことが、今後は特

に必要不可欠なテーマではないかと思いますが、市長はどのようにお考えなのでしょうか、

御見解をお聞きしたいと存じます。 
  
 
【市長答弁】 
社会的なニーズを新たな雇用の場の創出につなげていくことについてでありますが、高齢

社会、情報化社会の進行、環境問題など、地域においても課題となるさまざまな社会的ニ

ーズが生まれ、これにこたえる産業が現在非常に求められてきているわけでありまして、



これらの多様なニーズに対応し、地域の特徴を生かした自立型の産業構造を生み出そうと

する動きや、福祉サービス等の充実に伴い、人材確保に対する動きが各地で高まってきて

いるわけでございまして、本市においても有機性廃棄物等の処理システムでありますとか、

ガラス瓶カレットのリサイクル利用、在宅福祉機器開発など、新たな分野の研究、事業化

が産業界を中心に展開されてきているところでございます。  
このような取り組みに対して、行政としてもできる限り支援していくとともに、産業界、

研究機関と連携し推進することが、結果として新しい産業を創出して、その結果、新たな

新しい雇用の場の創出に結びついていくものだというふうに考えているところでございま

す。 
 
 
 
◇ 観光施策について 
【 質 問 】 
また、若者がとどまれる雇用があるだけでなく、このまちで暮らしたいという気持ちを持

ってもらうためには、この旭川が魅力的な地域であること、そして地域においてさまざま

な経済活動や人材交流が活発に行われることが必要であると思います。 
 そのためには、旭川の対外的な知名度を高め、イメージアップを図ることが不可欠です。 
 市長が市政方針の中で述べられておりました、成功裏に終了したスノーボードのワール

ドカップや、全国的ブームとなった旭川ラーメンなど、旭川を全国に売り込んでいく材料

や機会もふえてまいりましたが、これをきっかけとして、さらに旭川のイメージアップに

つなげていくために、どのような観光ＰＲ戦略を展開していくのか、その基本的な考え方

をお示しいただければ幸いと存じます。 
             
 
【市長答弁】 
旭川のイメージアップのための観光施策についてでありますが、平成４年度から、旭川を

代表する味覚であります、旭川ラーメンをメーンとした宣伝活動を行い、現在は甲子園、

横浜、名古屋の球場で観光キャンペーンを実施しております。 
 さらに、今年度からは首都圏を中心に、若者向けの旅行雑誌でありますとか、テレビな

ど、各種宣伝媒体を活用して情報発信に努めてまいりたいと考えております。 
 こういう宣伝活動によりまして、今日、旭川ラーメンが全国で人気を博しておりますが、

今後におきましては文化施設でありますとか、陶芸、木工クラフトや味覚など、旭川に特

徴や魅力を、女性を対象とした観光イメージづくりを進め、全国にＰＲをしてまいりたい

と考えております。 
 また、近年、雪の体験型観光として人気の高いスノーモービルやパラセーリングなどを



新たなメニューとして取り組むとともに、このほど長年の要望が実現いたしまして新潟線

が就航するわけでありまして、北陸地方での物産と観光展など、宣伝活動を展開し、旭川

のイメージアップにつなげてまいりたいと考えているところでございます。 
 
  
【市長答弁】 
今後の高齢社会を見据えた取り組みについてでありますが、生涯学習では、高齢者の学習

ニーズにこたえる事業、また、バリアフリー化に向けた道路や公園の整備、高齢者の自立

した生活を支えるための住宅普及に努めることが重要であります。 特に、高齢者の雇用

については、高齢者の多様な能力というものを活用しながら、福祉介護、家事援助サービ

スなど、新たな雇用の場の創出に努めていくことも大切でありますし、今後、これらの施

策を効果的に展開するに当たっては、高齢者が生き生きと生活できる社会づくりに向けて、

全庁挙げて推進していくことが必要であります。 
  このため、新たに設置した介護保険制度庁内検討委員会を中心に、高齢者保健福祉計画
の見直しの中で、体系的、総合的な施策の充実強化に努めてまいります。 
 いずれにいたしましても、高齢者の方々が家庭や地域社会において、快適で豊かな生活

が送れるよう、施設整備だけではなくて、心の中のバリアフリー化を進め、優しさと触れ

合いを基本として取り組んでまいりたいと考えております。 
 
 
◇ 少子・高齢社会への対応について 
【 質 問 】 
今年は、市政方針でも述べられておりました国際高齢者年であり、世界的にも高齢社会へ

の対応が強く求められているところであります。 
ここ数年来、高齢化の急速な進展を背景に、老後の健康や経済面の不安などから、高齢

者への保健福祉サービスのあり方や、医療・年金などの社会保障制度の改革などが国民の

大きな関心事となっており、それらへの取り組みは国政の急務の課題となっているところ

であります。 
 本市においても、高齢者や障害者などの社会福祉施設の整備に対する要望が非常に強い

ことからも明らかなように、高齢者などの福祉施策の充実が重要課題となっているところ

であります。 
 こうした状況にあって、平成１１年度は介護保険の計画策定や高齢者保健福祉計画の改

定を初め、市民サービスを受けるために必要な要介護認定業務の実施体制を整備するとと

もに、中核市への移行に向けて市立の保健所を整備し、関係業務を適正かつ効率的に執行

できる体制も並行して整備しなければならない年であります。 
 まさに本市にとって、２１世紀に向けて高齢社会に対応し、市民が安心できるまちづく



りを進めるための極めて重要な年であると考えているところであります。 
 また、このことを契機に、既存のサービスも含めて、より一層市民生活に密着した幅広

い保健・福祉・医療サービスを総合的に提供するための行政運営のあり方を十分に検討し、

市民生活の向上を図っていくことが大切であり、全庁を挙げて取り組んでもらいたいもの

と強く期待しているところであります。 
 そこで、お伺いさせていただきますが、平成１２年度には保健所や介護保険にかかわる

業務を開始するわけでありますが、このことを踏まえて、今後、市民生活を守る立場から、

保健・福祉・医療サービスをどのように展開していこうと考えて 
おられるのか、その基本的な認識をお答えいただきたいと思います。 
  
 
【市長答弁】 
保健・医療・福祉サービスの考え方でありますが、今日的な課題は、言うまでもなく少子・

高齢化でありまして、その対策は複雑、多様化する市民ニーズに的確に対応するための施

策が今求められているわけでありまして、このため私どもは一昨年の機構改革で、保健医

療と福祉を一体化した保健福祉部を新たに設置したわけでございまして、第６次の総合計

画や高齢者保健福祉計画などに沿って、保健福祉施策の充実に努めてきたところでござい

ます。 
 御質問のとおり、平成１２年度には市立保健所の開設、介護保険制度がスタートするわ

けであります。 
  保健所の持つ専門的、技術的な機能の活用や、介護保険制度における適切な介護サービ
スの提供など、保健・医療・福祉にわたる企画調整機能を高めるとともに、保健と福祉の

サービス機能をあわせ持つセンターの整備を進め、市民ニーズに的確に対応し、本市の独

自性が発揮できるような保健・医療・福祉の一体的なサービスの充実を目指していくこと

が重要であるというふうに考えているところでございます。 
 
 
 
◇ 高齢化社会について 
【 質 問 】 
２１世紀の本格的な高齢社会を展望したとき、こうした保健・福祉・医療の連携や充実を

図り、必要なサービスを適切に提供し、安心できる社会を築き上げていくこととあわせて、

一方においては、昨年スペースシャトルに向井千秋さんとともに、７７歳という高齢のジ

ョン・グレンさんが同乗し、無事帰還するという快挙をなし遂げ、世界じゅうの注目を集

めたことは、記憶に新しいところでありますが、今後は、まだまだ元気な高齢者がふえる

わけであり、高齢者が生きがいを持ち、活躍できる社会を目指していくことが、より一層



重要であると確信している次第であります。 本市においても、６５歳以上の高齢者の割

合は約１７％となっており、いずれ５人に１人、４人に１人という時代を迎えることが予

測されます。 しかし、これら多くの高齢者は、介護を必要としない方々であり、最近で

は退職された後に大学で学業に励んだり、歴史や文化などの趣味を深める高齢者の話題が

尽きないところであり、また、さまざまなスポーツ大会でも、その活躍が大きく取り上げ

られ、さらには豊富な経験や知識を生かし、新たな仕事やボランティア活動などを行う方々

もふえてきております。 
 高齢社会に対応し、活力ある地域づくりを進める上からも、高齢者が生きがいを持って

社会参加し、力を発揮できる機会を数多く創出していくことが必要であり、そのためにも

生涯学習の振興や雇用機会の創出を図っていくことが不可欠であります。 
 本市においても、公民館での百寿大学などの生涯学習活動や高い実績のあるシルバー人

材センターなどでの雇用促進に取り組んでおりますが、より高度な幅広いニーズにこたえ

られる学習や、その成果を生かせる機会とともに、高齢者の能力を生かせる多様な就労の

場や、雇用を促進する仕組みづくりが求められていると考えております。 
 さらには、高齢者が快適で安全に暮らすことができる社会基盤の整備を進めるため、高

齢者対応住宅の普及や、道路、交通機関などのバリアフリー化を着実に進めていくことが

大切であります。 
 こうした観点から、今後の高齢社会を見据え、生涯学習の振興、雇用の促進、バリアフ

リー化をどのように図っていこうとしているのか、そのお考えをお伺いしたいと思います。 
 また、高齢社会への対応と同時に、子供の数は年々減少傾向にあり、親にとって、また

社会にとってかけがえのない宝である子供を、安心して産み育てることができる社会、子

供が伸び伸びと成長できる社会を築いていくため、少子化対策を積極的に取り組んでいく

ことが重要であります。 
 少子化の要因は、福祉、教育、雇用などの社会的なことや、個人の価値観など複雑多岐

にわたって指摘されており、その対策は非常に厳しい課題を抱えております。 
 単に保育内容の充実や施設の整備などの児童福祉の面からだけではなく、保健や教育、

雇用や住宅、公共施設の整備など、さまざまな視点から総合的、横断的な対策を講じてい

く必要があります。 
 例えば、公約にあるワンストップサービスの一環として、子供や家庭に関する相談窓口

の一本化や連絡体制の整備を図るなど、市民の立場に立って、関係部局や機関が相互に連

携し、子育てを支援していくことが可能であると考えております。 こうした取り組みを

ハード、ソフトを問わず、さまざまな面から進めていくためには、子育て支援計画の全庁

的な推進体制を構築するとともに、民間機関や市民も含めた協議・推進の場などを設けて

いくことが、少子化対策を推進する上で重要であると考えている次第でありますが、こう

した考えに対する市長の見解をお伺いしたいと思います。 
 また、子供が心豊かにたくましく成長するためには、学校教育や社会教育を初め、さま



ざまな機会を通じて幅広い知識を深め、多くの経験や体験を培っていくことが重要であり

ます。 
 
 
【市長答弁】 
少子化対策についての取り組みでございますが、急速な少子化の進行は、子供の自主性や

社会性が育ちにくいことでありますとか、社会の活力が当然これは低下するなどの懸念が

あるわけでございまして、将来の我が国の経済社会にさまざまな影響を及ぼすことが考え

られるわけでございまして、少子化への対応は、行政はもとより家庭や地域社会、企業な

どが一体となり、取り組まなければならない重要な課題ではなかろうかと考えております。 
 本市におきましても、２１世紀を担う子供たちが健やかに育つまちづくりの実現を目指

し、子育て支援計画を策定したところであり、この計画の総合的な推進体制として、庁内

に子育て支援計画推進会議を設置し、全庁挙げて計画の推進に努めているところでありま

す。 
 また、市民を含めた民間団体などとの協議につきましても、児童福祉審議会を初め、母

親クラブなど、各種市民団体との連携を強めながら、今後も子育て支援の推進に積極的に

取り組んでまいりたいと決意をいたしているところでございます。 
 
 
 
◇ 動物園について 
【 質 問 】 
特に、動物との触れ合いや、親子がともに楽しむことができる日本最北の旭山動物園は、

青少年教育の上からも重要な施設であり、かつ旭川の魅力を高める施設としても大変注目

すべきものであると考えております。 
市長は、就任以来、こども牧場やもうじゅう館、サル山の整備を進める等、旭山動物 
園の再生に御尽力されており、このことに深く共感しているところでありますが、今後、

動物園をどのような視点から整備していこうと考えておられるのか、最後に市長の動物園

に対する思いをお伺いしたいと存じます。 
    
 
【市長答弁】 
動物園整備の視点についてでありますが、動物は言うまでもなく、子供たちと動物の世界

を結ぶ夢の私はかけ橋でもなかろうかと考えているところであります。 
 また、子供たちに命を伝える教育の場でもあろうと思いますし、世代を超えて動物や自

然環境について、楽しく学ぶことのできる生涯学習の場でもあろうと思います。 



 さらに、貴重な野生動物の保護についても、世界じゅうの動物園と協力して、一定の役

割を果たしていかなければならないと考えておりますし、私どもの旭山動物園も、非常に

そういう面では高い評価を受けているところであります。 
 そういう観点に立った上で、新年度はペンギン舎の実施設計を行いますが、私は南極の

海で泳ぐペンギンの姿を初めとして、ホッキョクグマが水の中に飛び込むダイビングや、

アザラシの潜水など、海の動物たちの生態を目の前で、旭川の子供たちに見てほしいと考

えております。 
 今後とも、旭山動物園の整備につきましては、広い視点に立って、旭山動物園の特徴で

もある寒地系動物や、北海道産動物の展示をさらに充実させるとともに，世界の野生動物

保護の活動に参加する，日本一の北方動物園として整備してまいりたいと考えております

ので，御理解を賜りますようお願いを申し上げます。 
           


